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中国電力株式会社

島根原子力発電所

基準地震動の策定について

資料５－１
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 これまでの審査会合での検討及び先行プラントの審査を踏まえ，地下構造モデル，地震発生層，地震動
評価における不確かさケース及び「震源を特定せず策定する地震動」等を変更し，基準地震動を以下の
とおり見直した。

概要（基準地震動の策定）
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 基準地震動Ss-DH

 基準地震動Ss-F1H（NS成分）

 基準地震動Ss-F1H（EW成分）

 基準地震動Ss-F2H（NS成分）

 基準地震動Ss-F2H（EW成分）
 基準地震動Ss-N1H

 基準地震動Ss-N2H（NS成分）

 基準地震動Ss-N2H（EW成分）
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申請時の評価（水平方向） 最終評価（水平方向）

基準地震動の擬似速度応答スペクトル

 基準地震動Ss-1H

 基準地震動Ss-2H（NS成分）

 基準地震動Ss-2H（EW成分）

 基準地震動Ss-3H（NS成分）

 基準地震動Ss-3H（EW成分）

 基準地震動Ss-4H
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項目 申請時の評価（Ｈ25.12.25） 申請後の検討・反映事項（審査会合での主な議論） 最終評価 該当頁

地下
構造
モデ
ルの
変更

• 敷地及び敷地周辺の地下構造が水平
成層構造であることを仮定して，地震観
測記録を用いた同定解析及び文献に基
づき地下構造モデルを設定

• 敷地の地下構造について特異な傾向の有無を確
認することを求められ，大深度ボーリング孔を用
いた物理探査や地震観測記録を用いた到来方
向別のH/Vスペクトル比の検討等により敷地の
地下構造を把握

• 敷地の傾斜構造を水平成層構造とみなすことに
ついて説明することを求められ，２次元地下構造
モデルを用いて南北方向の傾斜構造を考慮した
検討を実施

• 大深度ボーリングを用いた調査結果にみられる
高速度層について検討することを求められ，高速
度層を考慮した地下構造モデルを作成

• 設定した地下構造モデルの妥当性を観測記録を
用いて示すことを求められ，地震観測記録による
シミュレーション解析や微動アレイ観測結果との
整合性の検討を実施

• 各種調査結果より，敷地の地下構造は特異な構造
ではないことを確認

• ２次元地下構造モデルを用いた解析的な検討によ
り，敷地及び敷地周辺の地下構造が水平成層構造
とみなせることを確認

• ２号地盤及び３号地盤それぞれについて大深度
ボーリングにみられる高速度層を反映した地下構
造モデルを設定し，更に，減衰定数を安全側に考
慮すること等により，敷地全体の地震動を安全側に
評価することができる地下構造モデルを設定

• 設定した地下構造モデルの妥当性を地震観測記録
によるシミュレーション解析や微動アレイ観測結果
との比較等により確認

23～101

敷地地盤の振動特性及び地下構造モデルの設定

申請時（H25.12.25）からの主な変更内容（１／９）
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項目 申請時の評価（Ｈ25.12.25） 申請後の検討・反映事項（審査会合での主な議論） 最終評価
該当
頁

断層長さの

変更

宍道断層：22km

Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋ＦＫ

－２断層：51.5km

• 敷地周辺の地質・地質構造の審査結果を反映
宍道断層：39km

Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層：48km

123

～125,
148

地震発生層

の変更

上限深さ：2km

下限深さ：15km

• 地震発生層の下限深さについて震源インバージョン解析
結果や微小地震の分布状況を踏まえて再検討すること
を求められ，2000年鳥取県西部地震の震源インバージョ
ン解析結果や気象庁一元化データによる敷地周辺の震
源分布，地震調査研究推進本部による中国地域の長期
評価における知見等を参考に下限深さを検討

各種知見から下限深さは15kmと考えられるが，安全側に

20kmと設定（上限深さ：2km，下限深さ：20km）

103～
115

不

確

か

さ

の

変

更

宍道断

層によ

る地震

・断層傾斜角

・短周期の地震動レベル（1.5倍）

・破壊開始点

• すべり角の不確かさについて検討することを求められ，ト
レンチ調査結果による鉛直方向の変位を考慮して不確
かさケースとしてすべり角150°のケースを実施

• 先行プラントにおける審査を踏まえ，不確かさケースとし
て破壊伝播速度に標準偏差１σを考慮したケース，アス
ペリティを一塊にしたケース（正方形，縦長）を実施

• 震源が敷地に極めて近いことから，先行プラントにおけ
る審査を踏まえ，不確かさを組み合わせたケースを実施

• 不確かさの組合せケースの設定根拠を示すことを求めら
れ，地震動に与える影響が大きい不確かさケースの組
合せを検討

申請当初の不確かさケース（断層傾斜角，短周期の地震動

レベル（1.5倍），破壊開始点）に加え，以下のケースを追加

・すべり角

・破壊伝播速度

・アスペリティ個数・位置（一塊：正方形，一塊：縦長）

・断層傾斜角と破壊伝播速度の組合せ

・断層傾斜角と短周期の地震動レベル（1.25倍）の組合せ

・破壊伝播速度と短周期の地震動レベル（1.25倍）の組合せ

123

～138

Ｆ－Ⅲ

断層＋

Ｆ－Ⅳ

断層＋

Ｆ－Ⅴ

断層

による

地震

・アスペリティ個数・位置（一塊：

横長）

・短周期の地震動レベル（1.5倍）

・破壊開始点

• 断層傾斜角の不確かさについて，地質調査結果（海上
音波探査による約35°）を踏まえて検討することを求め
られ，不確かさケースとして南側へ35°傾斜したケース
を実施

• すべり角の不確かさについて検討することを求められ，
宍道断層による地震の不確かさと同様に不確かさケー
スとしてすべり角150°のケースを実施

• 先行プラントにおける審査を踏まえ，不確かさケースとし
て破壊伝播速度に標準偏差１σを考慮したケース，アス
ペリティを一塊・縦長にしたケースを実施

• F-Ⅲ断層及びF-Ⅳ断層と地下深部で収斂していると考
えられるF-①断層及びF-②断層を考慮したケースを検
討することを求められ，不確かさケースとしてF-①断層
及びF-②断層とF-Ⅴ断層の連動を考慮した位置に断層
面を設定したケースを実施

申請当初の不確かさケース（アスペリティ一塊・横長，短

周期の地震動レベル（1.5倍），破壊開始点）に加え，以下

のケースを追加

・アスペリティ個数・位置（一塊：縦長）

・断層傾斜角

・すべり角

・破壊伝播速度

・断層位置

148

～161

敷地ごとに震源を特定して策定する地震動

申請時（H25.12.25）からの主な変更内容（２／９）
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項目 申請時の評価（Ｈ25.12.25） 申請後の検討・反映事項（審査会合での主な議論） 最終評価 該当頁

「震源を

特定せず

策定する

地震動」

の変更

• 2004年北海道留萌支庁南部地震（K-

NET港町） の検討結果

• 加藤ほか（2004）による応答スペクトル

• 審査ガイドに示される16地震について整理
• 先行プラントにおける審査を踏まえ，2004年北海道
留萌支庁南部地震の観測記録に関する追加検討を
実施し，検討結果に保守性を考慮したうえで「震源を
特定せず策定する地震動」として採用

• 先行プラントにおける審査を踏まえ，2000年鳥取県
西部地震の観測記録について分析し，賀祥ダム（監
査廊）の記録を「震源を特定せず策定する地震動」と
して採用

• 2004年北海道留萌支庁南部地震（K-NET港

町）の検討結果に保守性を考慮した地震動

• 2000年鳥取県西部地震の賀祥ダム（監査

廊）の観測記録

• 加藤ほか（2004）による応答スペクトル

174

～188

震源を特定せず策定する地震動

項目 申請時の評価（Ｈ25.12.25） 申請後の検討・反映事項（審査会合での主な議論） 最終評価 該当頁

基準

地震

動の

変更

【敷地ごとに震源を特定して策定する地震動】

○応答スペクトル手法

• 基準地震動Ｓｓ－１（応答スペクトル手法

による地震動評価結果を包絡：600Gal）

○断層モデル手法

• 基準地震動Ｓｓ－２（宍道断層による地震

の地震動評価結果：586Gal）

• 基準地震動Ｓｓ－３（Ｆ-Ⅲ断層＋ Ｆ-Ⅳ断

層＋ ＦＫ－２断層による地震の地震動評

価結果：489Gal）

【震源を特定せず策定する地震動】

• 基準地震動Ｓｓ－４（2004年北海道留萌支

庁南部地震（K-NET港町）の検討結果：

585Gal）

• 検討用地震の応答スペクトル手法による地震動評
価結果を全て包絡させて基準地震動Ｓｓ－Ｄを設定

• 検討用地震の断層モデルを用いた手法による地震
動評価結果は全て基準地震動Ｓｓ－Ｄに包絡されて
いるが，「震源が敷地に近く，その破壊過程が地震
動評価に大きな影響を与えると考えられる地震につ
いては，断層モデルを用いた手法を重視すること」と
いう審査ガイドの記載を踏まえ，断層モデル手法に
よる基準地震動の追加を検討

• 「断層モデルを用いた手法による基準地震動は，施
設に与える影響の観点から地震動の諸特性を考慮
して，別途評価した応答スペクトルとの関係を踏まえ
つつ複数の地震動評価結果から策定すること」とい
う審査ガイドの記載を踏まえ，応答スペクトルのピー
クが基準地震動Ｓｓ－Ｄに近接しており，地震動レベ
ル（主要な施設の固有周期が存在する周期帯にお
ける応答スペクトル比（断層モデル／Ｓｓ－Ｄ）及び
剛な機器の耐震設計において着目する最大加速度
値）が大きいケースを基準地震動Ｓｓ－Ｆ１，Ｓｓ－Ｆ２
として設定

• 先行プラントにおける審査を踏まえて設定した「震源
を特定せず策定する地震動」と基準地震動Ｓｓ－Ｄを
比較し，Ｓｓ－Ｎ１とＳｓ－Ｎ２を設定

【敷地ごとに震源を特定して策定する地震動】

○応答スペクトル手法

• 基準地震動Ｓｓ－Ｄ（応答スペクトル手法によ

る地震動評価結果を包絡：820Gal）

○断層モデル手法

• 基準地震動Ｓｓ－Ｆ１（宍道断層による地震の

地震動評価結果：560Gal）

• 基準地震動Ｓｓ－Ｆ２（宍道断層による地震の

地震動評価結果：777Gal）

【震源を特定せず策定する地震動】

• 基準地震動Ｓｓ－Ｎ１（2004年北海道留萌支

庁南部地震の検討結果に保守性を考慮した

地震動：620Gal）

• 基準地震動Ｓｓ－Ｎ２（2000年鳥取県西部地

震の賀祥ダムの観測記録：531Gal）

189

～201

基準地震動Ｓｓの策定

申請時（H25.12.25）からの主な変更内容（３／９）
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 応答スペクトルに基づく地震動評価

項目 申請時の評価 最終評価

地下構造モデルの変更 地震観測記録を用いた同定解析及び文献に基づき設定 大深度ボーリング等の検討結果を反映

断層長さの変更
宍道断層：２２ｋｍ

Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋ＦＫ－２断層：５１．５ｋｍ

宍道断層：３９ｋｍ

Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層：４８ｋｍ

地震発生層の変更 地震発生層厚さ：１３ｋｍ（上限深さ：２ｋｍ，下限深さ：１５ｋｍ） 地震発生層厚さ：１８ｋｍ（上限深さ：２ｋｍ，下限深さ：２０ｋｍ）

不確かさの変更 下図凡例のとおり 下図凡例のとおり

評価結果

申請時（H25.12.25）からの主な変更内容（４／９）
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宍道断層による地震（NGA-West2等の距離減衰式）

　  基本震源モデル

　  断層傾斜角の不確かさケース

F-Ⅲ断層+Ｆ-Ⅳ断層+F-Ⅴ断層による地震（耐専式）

　  基本震源モデル

　  断層傾斜角の不確かさケース

宍道断層による地震（NGA-West等の距離減衰式）

　  基本震源モデル

Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋ＦＫ－２断層による地震（NGA-West等の距離減衰式）

　  基本震源モデル
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 断層モデルを用いた手法による地震動評価（宍道断層による地震）

項目 申請時の評価 最終評価

地下構造モデルの変更 地震観測記録を用いた同定解析及び文献に基づき設定 大深度ボーリング等の検討結果を反映

断層長さの変更 宍道断層：２２ｋｍ 宍道断層：３９ｋｍ

地震発生層の変更 地震発生層厚さ：１３ｋｍ（上限深さ：２ｋｍ，下限深さ：１５ｋｍ） 地震発生層厚さ：１８ｋｍ（上限深さ：２ｋｍ，下限深さ：２０ｋｍ）

不確かさの変更 下図凡例のとおり 下図凡例のとおり

評価結果

申請時（H25.12.25）からの主な変更内容（５／９）
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 基本震源モデル，破壊開始点の不確かさケース

 断層傾斜角の不確かさケース
 短周期の地震動レベルの不確かさ（1.5倍）ケース

 基本震源モデル，破壊開始点の不確かさケース
 断層傾斜角の不確かさケース
 破壊伝播速度の不確かさケース
 すべり角の不確かさケース

 短周期の地震動レベルの不確かさ（1.5倍）ケース
 断層傾斜角の不確かさと破壊伝播速度の不確かさの組合せケース

 アスペリティの不確かさ（一塊：正方形）ケース
 アスペリティの不確かさ（一塊：縦長）ケース

 断層傾斜角の不確かさと短周期の地震動レベルの不確かさ（1.25倍）の組合せケース
 破壊伝播速度の不確かさと短周期の地震動レベルの不確かさ（1.25倍）の組合せケース
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 断層モデルを用いた手法よる地震動評価（Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層による地震）

項目 申請時の評価 最終評価

地下構造モデルの変更 地震観測記録を用いた同定解析及び文献に基づき設定 大深度ボーリング等の検討結果を反映

断層長さの変更 Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋ＦＫ－２断層：５１．５ｋｍ Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋Ｆ－Ⅴ断層：４８ｋｍ

地震発生層の変更 地震発生層厚さ：１３ｋｍ（上限深さ：２ｋｍ，下限深さ：１５ｋｍ） 地震発生層厚さ：１８ｋｍ（上限深さ：２ｋｍ，下限深さ：２０ｋｍ）

不確かさの変更 下図凡例のとおり 下図凡例のとおり

評価結果

申請時（H25.12.25）からの主な変更内容（６／９）
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 基本震源モデル，破壊開始点の不確かさケース
 アスペリティの不確かさ（一塊：横長）ケース
 短周期の地震動レベルの不確かさ（1.5倍）ケース

 基本震源モデル，破壊開始点の不確かさケース
 断層傾斜角の不確かさケース
 破壊伝播速度の不確かさケース
 すべり角の不確かさケース
 アスペリティの不確かさ（一塊：横長）ケース
 アスペリティの不確かさ（一塊：縦長）ケース
 短周期の地震動レベルの不確かさ（1.5倍）ケース
 断層位置の不確かさケース
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 震源を特定せず策定する地震動

項目 申請時の評価 最終評価

「震源を特定せず
策定する地震動」

の変更

• 2004年北海道留萌支庁南部地震（K-NET港町） の検討結果

• 加藤ほか（2004）による応答スペクトル

• 2004年北海道留萌支庁南部地震（K-NET港町）の検討結果に保守性を

考慮した地震動

• 2000年鳥取県西部地震の賀祥ダム（監査廊）の観測記録

• 加藤ほか（2004）による応答スペクトル

評価結果

申請時（H25.12.25）からの主な変更内容（７／９）
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 2004年北海道留萌支庁南部地震(K-NET港町)の検討結果

 加藤ほか(2004)による応答スペクトル

)

 2004年北海道留萌支庁南部地震（K-NET港町）の検討結果に

　　　　保守性を考慮した地震動
 2000年鳥取県西部地震（賀祥ダム観測記録：NS成分）

 2000年鳥取県西部地震（賀祥ダム観測記録：EW成分）

 加藤ほか（2004）による応答スペクトル
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 基準地震動の策定

項目 申請時の評価 最終評価

基準地
震動の
変更

・Ｓｓ－１：600Gal，応答ｽﾍﾟｸﾄﾙ手法（宍道断層，F-Ⅲ断層+F-Ⅳ断層+FK-2断層）
・Ｓｓ－２：586Gal，断層ﾓﾃﾞﾙ手法（宍道断層）
・Ｓｓ－３：489Gal，断層ﾓﾃﾞﾙ手法（F-Ⅲ断層+F-Ⅳ断層+FK-2断層）
・Ｓｓ－４：585Gal，2004年北海道留萌支庁南部地震の検討結果

・Ｓｓ－Ｄ ：820Gal，応答ｽﾍﾟｸﾄﾙ手法（宍道断層，F-Ⅲ断層+F-Ⅳ断層+F-Ⅴ断層）
・Ｓｓ－Ｆ１：560Gal，断層ﾓﾃﾞﾙ手法（宍道断層）
・Ｓｓ－Ｆ２：777Gal，断層ﾓﾃﾞﾙ手法（宍道断層）
・Ｓｓ－Ｎ１：620Gal，2004年北海道留萌支庁南部地震の検討結果に保守性を考慮
・Ｓｓ－Ｎ２：531Gal，2000年鳥取県西部地震の賀祥ダムの観測記録

評価

結果

申請時（H25.12.25）からの主な変更内容（８／９）
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820ガル

 基準地震動Ss-DH

 基準地震動Ss-F1H（NS成分）

 基準地震動Ss-F1H（EW成分）

 基準地震動Ss-F2H（NS成分）

 基準地震動Ss-F2H（EW成分）
 基準地震動Ss-N1H

 基準地震動Ss-N2H（NS成分）

 基準地震動Ss-N2H（EW成分）
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 基準地震動Ss-1H
 基準地震動Ss-2H（NS成分）
 基準地震動Ss-2H（EW成分）
 基準地震動Ss-3H（NS成分）
 基準地震動Ss-3H（EW成分）
 基準地震動Ss-4H

600ガル

水平方向
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 基準地震動の最大加速度

項目 申請時の評価 最終評価

基
準
地
震
動
の
変
更

基準地震動

最大加速度
（ガル）

基準地震動

最大加速度
（ガル）

水平
方向

鉛直
方向

水平
方向

鉛直
方向

Ss-1 応答スペクトル手法による基準地震動 600 400 Ss-D 応答スペクトル手法による基準地震動 820 547

Ss-2

断層モデル手法による基準地震動

（宍道断層による地震の短周期の地震動
レベルの不確かさ（1.5倍）)

（NS）
493

155

Ss-F1

断層モデル手法による基準地震動

（宍道断層による地震の短周期の地震動
レベルの不確かさ（1.5倍）：破壊開始点５）

（NS）
549

337
（EW）
560

（EW）
586

Ss-F2

断層モデル手法による基準地震動

（宍道断層による地震の短周期の地震動
レベルの不確かさ（1.5倍）：破壊開始点６）

（NS）
522

426
（EW）
777

Ss-3

断層モデル手法による基準地震動

（Ｆ－Ⅲ断層＋Ｆ－Ⅳ断層＋ＦＫ－２断層による
地震の短周期の地震動レベルの不確かさ（1.5倍）)

（NS）
489

330 － － － －
（EW）
396

Ss-4
2004年北海道留萌支庁南部地震（K-NET港町）
の検討結果

585 296 Ss-N1
2004年北海道留萌支庁南部地震（K-NET港町）
の検討結果に保守性を考慮した地震動

620 320

－ － － － Ss-N2
2000年鳥取県西部地震の賀祥ダム（監査廊）の
観測記録

（NS）
528

485
（EW）
531

申請時（H25.12.25）からの主な変更内容（９／９）
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論点３ 「防波壁の構造についての設計方針及び構造成立性」

指摘6「漂流物衝突荷重の設定方針」

（コメント回答）

島根原子力発電所２号炉

津波による損傷の防止

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

抜粋＋加筆版
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防波壁の概要（構造型式）

多重鋼管杭式
擁壁

（岩盤支持）

波返重力擁壁
（岩盤支持）

波返重力擁壁

(改良地盤部)

逆Ｔ擁壁

（岩盤支持）

EL.+15.0m

EL.+15.0m

防波壁の位置図

EL.+15.0m

※１ 防波壁（波返重力擁壁）は，グラウンドアンカーの効果を期待しなく
ても，耐震・耐津波安全性を担保している。

※

※

 防波壁の構造型式は，鉄筋コンクリート壁であり，さらに多重鋼管杭式擁壁，逆Ｔ擁壁及び波返重力擁壁に分類。また，波返重力擁壁
は，改良地盤部と岩盤支持に分類。

 防波壁は津波荷重や地震荷重に対して，端部も含めて津波防護機能を十分に保持。また，目地部について適切に止水対策を実施。

EL.+15.0m

※２ 防波壁（逆T擁壁）は，鋼管杭の効果を期待しなくても，耐震・耐
津波安全性を担保している。

※

※１ 防波壁（波返重力擁壁）は，グラウンドアンカーの効果を期待しなく
ても，耐震・耐津波安全性を担保している。

防波壁（逆Ｔ擁壁）

波返重力擁壁（岩盤部）延長約690m

波返重力擁壁
（岩盤部）
延長約30m

逆Ｔ擁壁
延長約320m

多重鋼管杭
式擁壁延長
約430m

波返重力擁壁
（改良地盤部）
延長約40m

輪 谷 湾

Ｎ
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 防波壁（多重鋼管杭式擁壁）については，鋼管杭間に直接津波波圧が作用した場合の津波の地盤中か
らの回り込みに対し，防波壁の背後に止水性を有する地盤改良を実施する対策を行う。

防波壁（多重鋼管杭式擁壁）の追加工事

鋼管杭（単管）

鋼管杭（多重管）

被覆コンクリート壁
（鉄筋コンクリート造）

イメージ図

鋼管杭断面図

【地中部】

改良地盤③

防波壁（多重鋼管杭式擁壁） 杭間部 断面図

陸

海

凡例

セメントミルク

グラウト材

改良地盤③

1.6
2.4

岩盤

捨石

被覆石

消波ブロック

EL.+ 15.0

6
.8

セメントミルク

捨石

EL.+ 8.2

5
.0

グラウト材

GL EL.+ 8.5

被覆コンクリート壁
（鉄筋コンクリート造）

改良地盤③

埋戻土
（掘削ズリ）
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輪 谷 湾

波返重力擁壁（岩盤部）延長約690m

波返重力擁壁
（岩盤部）
延長約30m

逆Ｔ擁壁
延長約320m

多重鋼管杭
式擁壁延長
約430m

波返重力擁壁
（改良地盤部）
延長約40m

輪 谷 湾

Ｎ

（単位：m）

防波壁（逆T擁壁）RC床版部（③－③断面） 断面図

逆T擁壁
（鉄筋コンクリート造）

GL EL.+ 8.5

岩盤
捨石

EL.+ 15.0

2.03.3 3.3

8.5

2
.0

5
.0

7
.0

被覆石
捨石

グラウンドアンカー

EL.+ 6.0

鋼管杭

RC床版

埋戻土
（掘削ズリ）

埋戻土
（掘削ズリ）

 ３号炉建設時において，地盤改良・RC床版を実施し，その上に防波壁を設置している。

 防波壁（逆T擁壁）の鋼管杭については，杭先端の岩盤根入れが0.5m程度であることを踏まえ，改良
地盤が逆T擁壁を支持するものとし，逆T擁壁下部全幅にわたり，埋戻土（掘削ズリ）の地盤改良を追
加実施する。

▽H.W.L.

逆Ｔ擁壁

延長約320m

Ｎ

③③

消波ブロック

改良地盤

荷揚場道路

防波壁（逆T擁壁） の追加工事
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防波壁（波返重力擁壁）の追加工事

ケーソン（改良地盤部）耐震補強対策工（例）

中詰材改良

ケーソン（輪谷部）耐震補強対策工（例）

中詰材改良

 防波壁（波返重力擁壁）のケーソンについては，基準地震動Ssにより隔壁等が塑性化した場合，剛
性低下を考慮した津波時の強度評価が困難であることから，前壁，後壁，側壁に加え，隔壁，底版
及びフーチングについても，性能目標を「概ね弾性状態に留まること」に見直すことに伴い，ケーソンの中
詰材の一部を改良（固化処理等）することで津波防護施設としての性能を保持させる設計とする。

 中詰材の改良範囲として，地震時，津波時荷重等が直接作用するケーソン前壁及び後壁の背面の中
詰材を改良することを基本とし，ケーソンの照査結果を踏まえ，必要に応じて改良範囲の追加を検討す
る。
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対象漂流物

 「１．２ 漂流物評価結果」において抽出された施設護岸又は輪谷湾に到達する可能性のある漂流物として以下の漂流物が挙げられる。

津波防護施設
対象漂流物

日本海東縁 海域活断層

輪谷湾内に面する津波防護施設
キャスク取扱収納庫※1

及び漁船※2

（総トン数3トン）

作業船（総トン数10トン）
及び漁船※2

（総トン数3トン）

外海に面する津波防護施設
漁船※3

（総トン数10トン）
作業船（総トン数10トン）
及び漁船※3（総トン数10トン）

※1 ２基が隣接して設置されているため，２基分の衝突を考慮。
※2 輪谷湾に面する津波防護施設から500m以内にかご漁漁船（総トン数3トン）の操業区域があることを踏まえ設定。
※3 施設護岸から500m付近にイカ釣り漁漁船（総トン数10トン）の操業区域があることを踏まえ設定。

 漂流物調査範囲内の人工構造物（漁船を含む）については，基準適合性維持の観点から，設置状況を定期的（1回／定期事業者検
査）に確認するとともに津波防護施設の健全性又は取水機能を有する安全設備の取水性への影響評価を実施し，必要に応じて，対策を実
施する。

津波防護施設
基本とする設計条

件
対象漂流物の不確かさ

不確かさを考慮した
設計条件

不確かさの
説明資料

輪谷湾内に面する
津波防護施設

総トン数３トンの
漁船

・漁船の操業区域の不確かさ：
発電所周辺において操業制限はないため，総トン数10トン未満のイカ釣り漁漁船
が施設護岸から500m以内で操業する可能性は否定できない
・漁船の航行の不確かさ：
漁船の航行については制限がないため，周辺漁港の最大の漁船（総トン数19ト
ン）が施設護岸から500m以内を航行する可能性は否定できない

総トン数19トンの漁船 別紙４

外海に面する
津波防護施設

総トン数10トンの
漁船

基本とする設計条件として設定する対象漂流物

対象漂流物（漁船）の設計条件

 基本とする設計条件として設定する対象漂流物のうち漁船については，以下に示す不確かさがあり，津波防護施設に対し不確かさを考慮した設
計を行う。また，施設護岸から500m以遠で操業及び航行する漁船については，漂流物となった場合においても施設護岸から500m位置におけ
る流速が1m/s程度と小さいこと等から施設護岸に到達する可能性は十分に小さいが，仮に500m以遠から津波防護施設に衝突する場合の影
響について確認する。
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漂流物衝突荷重

鋼材の変形による

荷重の軽減

鋼材・コンクリート受

衝による荷重の分散
及び伝達

漂流物対策工

重力擁壁

陸海

津波防護施設

によるバウンダリ

受衝範囲

 漂流物対策工は，漂流物衝突荷重を受け持つこと，又は漂流物衝突荷重を軽減・分散させること等が可
能な構造とする。

 漂流物対策工に期待する効果及び効果を発揮するためのメカニズムを以下に示しており，漂流物対策工
は，漂流物衝突荷重を踏まえて，各部材を適切に組み合わせて漂流物対策工の仕様を決定する。

期待する効果 効果を発揮するためのメカニズム 部材（例）

・漂流物の衝突荷重を軽減する。 ・漂流物が衝突した際に，変形することにより衝突エネルギーを吸収する。 鋼材

・漂流物衝突荷重を受け持つ，又は分
散して伝達する。

・漂流物対策工を構成する部材が，漂流物の衝突荷重を受衝することで，
漂流物対策工のみで衝突荷重を受け持つ，又は漂流物対策工の構成
部材により分散した荷重を背後の津波防護施設本体に伝達する。

鋼材
コンクリート

・漂流物衝突による津波防護施設の局所
的な損傷を防止する。

・漂流物を漂流物対策工が受衝することで，津波防護施設まで到達・貫入
しない。

鋼材
コンクリート

漂流物対策工における荷重図（例）

漂流物対策工の設計方針


